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開会 午前１０時２６分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） ただいまから、平成２０年第１回臨時会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１ 会議録署名議員の指名についてを議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、４番齊藤議員及び６番武田議員を

指名します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会 期 の 決 定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今臨時会の会期は、本日２月１２日の１日間としたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 会期は、１日間と決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の３ 諸般報告に入ります。 

 一般行政報告を行います。 

 市長から報告を求めます。 

 市長、登壇報告願います。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 報告第１号市長の行動報告について申し上げます。 

 昨年の１２月１８日、地域再生特区の認定式のときに、時間が若干ありましたものです

から、衆議院議員の飯島夕雁代議士をはじめ、小平代議士、鈴木宗男代議士、また、参議

院のほうは風間参議院議員、峰崎直樹参議院議員、小川勝也参議院議員の６名に会いまし

て、平成１９年度の特別交付税について要望してまいりました。 

 要望内容については、今日まで三笠市は行財政改革に取り組んできた経過、そしてその
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結果、今年度までに約２２１億円の財政効果を上げたこと、また、職員数も１９年度まで

に１４８名を削減してきたここと、あるいはその他職員のボランティアあるいは市民の各

種団体への補助金の削減等についてやってきたことを理解を求めると同時に、今後に向け

ての特別交付税の配分について特段の配慮を願いたいと、こういうことで行ってきたとこ

ろであります。 

 それから、一たん議会が１２月定例会ございましたものですから戻りまして、１２月の

２０日に再度総務省を中心に行ってまいりまして、前段に参議院の中川義雄先生、それか

ら伊達忠一先生のところに参りまして、今日まで取り組んできたこと、また、原油高騰の

財源確保の問題、それから人口定着を目的とした企業誘致の事業費に対する財源保障、そ

れから商工、農業活性化を目的とした支援制度による財源確保など、もろもろの問題を含

めて特別交付税の増額に向けてお願いしたいということで行いました。早速、両議員のほ

うからは、総務省のほうに直接電話をかけていただきまして、私ども力を得て総務省のほ

うに参りました。まず、佐藤財政課長、それから長江財務調査官、この方は北海道担当の

調査官でありますけれども、三笠の今日までの努力してきたことについて十分理解をいた

だきまして、お二人をはじめヤマザキ財政企画官、川崎財政課長補佐、それからウチムラ

財政主幹等にお話をいたしまして要望してきたところであります。 

 続きまして、報告第２号でありますが、国工事について御説明申し上げます。 

 これは石狩川改修工事のうち幾春別川上流河岸保護工事であります。俗に言う堤防の構

築ということでございまして、清住町、唐松青山町、この部分について川の増水による濁

流によって、一方では河岸が削られるというようなこと等もございまして、あるいは一方

では農地が被害を受けるというようなことから、全長６２０メートル、高さ１.５メート

ルの築堤をすることで行っております。期間は昨年の１２月２０日からことしの３月１８

日まででございます。 

 以上２件、行政報告とさせていただきます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 初めに、報告第１号、総務部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですから、次に報告第２号、建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、一般行政報告については、報告済みとし

ます。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

 これより、議事に入ります。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第７６号について（委報第１号） 
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  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の４ 委報第１号、議案第７６号についてを議題とします。 

 本件は、さきの平成１９年第４回定例会本会議において特別委員会に付託したものであ

り、条例等審査特別委員長より審査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 熊谷委員長、登壇報告願います。 

（条例等審査特別委員会委員長熊谷進氏 登壇） 

◎条例等審査特別委員会委員長（熊谷 進氏） 平成１９年第４回定例会において継続審

査となりました議案第７６号三笠市下水道条例の一部を改正する条例の制定についての条

例改正１件につきまして、その審査の経過と結果につきまして御報告いたします。 

 なお、審査の詳細及び質疑、答弁の内容につきましては、今回、議長を除く全議員が委

員となり審査を行っておりますので、省略をさせていただき、審査の結果についてのみを

御報告させていただきますので、御了承いただきたいと思います。 

 なお、御配付の文書及び資料の説明につきましても省略させていただきますので、御了

承いただきたいと思います。 

 それでは、報告いたします。 

 議案第７６号三笠市下水道条例の一部を改正する条例の制定については、一定の質疑、

答弁が交わされた後に、原案に対し６名の委員から成る修正案が提出され、その提出理由

として、公共下水道事業の健全な運営を堅持するためには、使用料単価の改定が喫緊の課

題となっていることは十分理解しつつも、今日の灯油の値上げ等と重なり、急激な下水道

使用料の引き上げは、市民にとって大きな負担となることから、一定の配慮をすべきとの

説明がありました。 

 修正案に対しては、特段の質疑もなく、また、修正案及び原案に対しては討論もなく、

採決の結果、修正案に対しては全会一致により、また、修正部分を除く原案に対しても全

会一致により可決すべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件の審査の結果についての御報告とさ

せていただきますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、委員長報告に対する質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、議案第７６号についての質疑を終了しま

す。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 議案第７６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 
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 議案第７６号について、委員長報告は修正です。本案を委員長報告のとおり修正可決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第７６号三笠市下水道条例の一部を改正する条例の制定については、条例等審査特

別委員長報告のとおり、修正可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

       ◎日程第５ 意見書案第１号「道路の中期計画」の推進に関す 

             る意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の５ 意見書案第１号「道路の中期計画」の推進に関する意

見書を議題とします。 

 本案については、佐藤議員ほか３名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、武田議員から提案理由の説明を求めます。 

 武田議員、登壇説明願います。 

（６番武田悌一氏 登壇） 

◎６番（武田悌一氏） 意見書案第１号「道路の中期計画」の推進に関する意見書につき

まして、朗読提案させていただきます。 

 現在、国は、平成２０年度以降１０年間の具体的な道路整備の姿を示した道路の中期計

画を策定中であり、その中で高規格幹線道路について早期にネットワークとして機能させ

ることとされたほか、冬期交通環境を考慮した道路整備や除排雪など道路の管理、防災・

防雪対策や交通事故対策の推進、橋梁などの道路施設の計画的な補修・更新と適切な維持

管理の実施などが盛り込まれ、その必要額が示されたところであります。 

 北海道においては、高規格幹線道路など主要な幹線道路のネットワーク形成をはじめ、

防災対策や救急医療など、生活道路の確保などの面においても、まだまだ道路の整備は不

十分であるほか、除雪などの維持管理業務や今後老朽化を迎える橋梁などの維持更新費用

の増大が見込まれております。 

 このような中、道内地方公共団体においては、毎年、道路特定財源のほか、多くの一般

財源を投入し、道路の整備や維持管理を行っているところであります。 

 これらのことから、その必要額が確保され、中期計画が確実に推進されるよう、特に下

記について強く要望いたします。 

 記。 

 １、道路特定財源については、平成２０年度以降も、現行の税率水準を維持することに

より、安定的かつ確実な道路整備のための財源を確保すること。 

 ２、地方が真に必要な道路整備や維持管理を行うに当たっては、地方への配分割合を高

めることなどにより、地方における道路整備財源の充実に努めること。 
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 ３、地方のさまざまなニーズに柔軟に対応する道路整備を進めるため、地方道路整備臨

時交付金制度については、平成２０年度以降も継続すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２０年２月１２日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先につきましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大

臣、国土交通大臣、以上となっておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第１号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第１号「道路の中期計画」の推進に関する意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

 以上で、今臨時会に付議された事件は、すべて終了いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 以上をもちまして、平成２０年第１回臨時会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１０時４１分   
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